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令和７年度障害者支援施設等におけるデジタル技術等活用支援事業 

補助金に係る変更交付申請書の提出について（依頼） 

 

 

日頃より、東京都の障害者施策の推進に御理解と御協力をいただき誠にありがとうございます。 

標記について、申請額が当初交付申請時点より増額になると見込まれる事業所については、令和７

年度障害者支援施設等におけるデジタル技術等活用支援事業補助金交付要綱第１１条の規定に基づ

き、下記のとおり変更交付申請書を御提出ください。 

 

記 

 
１ 提出期限（申請額が増額予定の事業所のみ）  

 令和８年２月２５日（水）まで ※データ及び紙で提出 

      ※ 締切時間を過ぎての提出は原則として受付することができません。 
 
２ 提出書類 
  申請書類の関係書類は、以下の「東京都障害者サービス情報」のHPに掲載しております。 

URL  https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=109-002  
 
３ 提出方法 
  変更交付申請書等は以下の方法により、下記送付先までデータ及び郵送双方にて御提出ください。 
    ※どちらか一方での御提出でしか確認できない場合は、受付できませんので御注意ください。 
   ※来庁されての持込や、ＦＡＸ・メールによる提出は、受け付けておりません。 

※受理の連絡はいたしませんので、必要に応じて配達記録等を利用してください。 
    
（１） データの提出方法 

＜データで提出いただくもの＞ 

・変更交付申請書 

・上記の書類以外の添付書類（見積書、付与されたポイントが分かる資料など） 

 

https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=109-002


 

【令和７年度障害者支援施設等におけるデジタル技術等活用支援事業 変更交付申請書提出

フォーム】 
URL https://logoform.jp/form/tmgform/1451764 

 
（２） 郵送での提出方法 

＜郵送で提出いただくもの＞ 
・公印を押下した様式第２号（変更交付申請書）及び歳入歳出予算（見込）書抄本 
 

       

 
 
 
 
 
 
４ 今後のスケジュール 

事項 時期 

変更交付申請の提出 令和８年２月２５日（水曜日）まで 

実績報告の提出 令和８年４月１０日（金曜日）まで 

額の確定通知書の発送 令和８年５月上旬から中旬 

補助金支払い 令和８年５月中 

 
５ 問合せ先 
  御不明点等がございましたら、以下の問合せフォームより質問を承ります。 
  電話では原則受け付けておりませんので予め御了承ください。 
  なお、問合せフォームでの受付は、令和８年２月２５日（水曜日）までといたします。 

 
【令和７年度障害者支援施設等におけるデジタル技術等活用支援事業 問合せフォーム】 

URL https://logoform.jp/form/tmgform/1024428 
   
 
 

        

【送付先】  

〒163-8001  

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号都庁第一本庁舎28階  

東京都福祉局障害者施策推進部地域生活支援課総合支援担当 宛  

※提出用封筒の表面に「デジタル技術支援事業交付申請書在中」と記載してください。 

【担当】 
東京都福祉局 障害者施策推進部  

地域生活支援課 総合支援担当  

https://logoform.jp/form/tmgform/1451764
https://logoform.jp/form/tmgform/1024428

